
部名 課名（室名）　 G（グループ）名 ところ 電話番号 FAX番号

総
務
部

総務課 総務G・統計G・文書法制G
本庁舎3階

☎0538-37-4803 ℻0538-37-4829

職員課 人事研修G・給与厚生G ☎0538-37-4807 ℻0538-37-4829

情報政策課 デジタル政策推進G・システム管理G 西庁舎2階 ☎0538-37-4818 ℻0538-37-0174

危機管理課 危機管理G 防災センター2階 ☎0538-37-2114 ℻0538-32-0177

契約検査課 契約審査G・検査G 西庁舎1階 ☎0538-37-4802 ℻0538-33-9200

市民課 窓口G・記録G 本庁舎1階 ☎0538-37-4816 ℻0538-37-2871

企
画
部

秘書政策課 政策･行革推進G 本庁舎4階 ☎0538-37-4805 ℻0538-36-8954

市長公室 本庁舎3階 ☎0538-37-4801 ℻0538-37-4829

資産経営課 資産経営G 本庁舎4階 ☎0538-37-4804 ＦＡＸ0538-37-4876
広報広聴・
シティプロモーション課

広報G
本庁舎2階

☎0538-37-4827
℻0538-32-3946

シティプロモーション推進Ｇ ☎0538-37-2275

市民相談センター 本庁舎1階 ☎0538-37-4746 ℻0538-39-2262

財政課 財政G 本庁舎4階 ☎0538-37-4883 ℻0538-37-4876

市税課

市民税G

本庁舎1階

☎0538-37-4826

℻0538-33-7715

諸税管理G ☎0538-37-3767

土地G・家屋G ☎0538-37-4809

収納課

収納管理G ☎0538-37-4810

収納G ☎0538-37-4906

債権回収対策G ☎0538-37-4762

自
治
市
民
部

地域づくり応援課
地域支援・青少年育成G

本庁舎2階

☎0538-37-4811

℻0538-32-2353地域安全・交通政策G ☎0538-37-4751

地域デザイン推進室 ☎0538-37-4870
スポーツ振興課 スポーツ推進G・施設Ｇ ☎0538-37-4832 ℻0538-37-5034

文化振興課 文化振興G 竜洋なぎの木会館 ☎0538-59-3333 ℻0538-66-7789

健
康
福
祉
部

国保年金課
資格管理G

本庁舎1階
☎0538-37-4833

℻0538-37-4723
賦課G ☎0538-37-4863

福祉課

総務G

 i
あい

プラザ3階
 

☎0538-37-4814

℻0538-36-1635障害福祉G ☎0538-37-4919

生活相談G ☎0538-37-4797

高齢者支援課

地域包括ケア推進G ☎0538-37-4831

℻0538-37-6495事業給付G ☎0538-37-4869

介護保険Ｇ ☎0538-37-4769

健康増進課
健康支援G ☎0538-37-2011

℻0538-35-4586
地域保健G ☎0538-37-2013

こ
ど
も
部

こども未来課
こども支援G

 iプラザ3階

☎0538-37-2012
℻0538-37-4631

給付G ☎0538-37-4896

こども・若者相談センター ☎0538-37-2018 ℻0538-37-2812

幼稚園保育園課
総務G ☎0538-37-4858

℻0538-37-4631
運営支援G ☎0538-37-2754

ひと・ほんの庭 にこっと 上新屋304 ☎ 0538-36-1711 ℻0538-36-1713

▶資産経営の観点から公共施設の活用と管理を総合的に取り組むため、「資産経営準備室」と「財政課管財グループ」
　を統合し、「資産経営課」を新設します

▶国勢調査業務の終了に伴い、「統計グループ」を本庁舎３階に移転します
▶ＩＣＴ基盤強化を図り、デジタル化を推進するため、政策推進グループを「デジタル政策推進グループ」に改めます

▶地域組織の再編などを支援するため、「地域デザイン推進室」を新設します
▶オリンピック・パラリンピックの延期・簡略化に伴い、スポーツ戦略室とスポーツ振興グループを統合し、「スポー
ツ推進グループ」を設置します

※ 4 月 1 日以降の組織と電話番号を記載　※青字は新設や統廃合、名称変更などがあった部署

142021年（令和3年）3月号

問総務課（本庁舎 3 階）☎ 0538-37-4803　ＦＡＸ 0538-37-4829

令和3年度組織について
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15 2021年（令和3年）3月号

部名 課名（室名）　 G（グループ）名 ところ 電話番号 FAX番号

産
業
部

産業政策課 産業振興G・企業立地推進G

西庁舎1階

☎0538-37-4904
℻0538-37-5013

経済観光課 雇用促進G・商業観光G ☎0538-37-4819

農林水産課
農林水産振興G・農地管理G・基盤整備G ☎0538-37-4813

℻0538-37-1184
地籍調査G ☎0538-37-4913

建
設
部

道路河川課

管理G

西庁舎2階

☎0538-37-4808

℻0538-32-3948道路G ☎0538-37-4897

河川G ☎0538-37-4993

都市計画課
都市計画G ☎0538-37-4907

℻0538-36-2459
土地対策G ☎0538-37-4935

建築住宅課

住宅管理G ☎0538-37-4851

℻0538-33-2050建築G ☎0538-37-4899

営繕企画G ☎0538-37-2706

都市整備課

工事G

西庁舎1階

☎0538-37-7174

℻0538-37-8690事業支援G ☎0538-37-4830

公園緑地G ☎0538-37-4806

環
境
水
道
部

環境課
環境保全G

西庁舎1階
☎0538-37-4874

℻0538-37-5565
生活環境G ☎0538-37-2702

ごみ対策課
ごみ減量推進G

磐田市クリーンセンター
☎0538-37-4812

℻0538-36-9797
施設管理G ☎0538-35-3717

上下水道総務課
総務G

福田支所2階

☎0538-58-3082
℻0538-58-3123

給排水サービスG ☎0538-58-3086

上下水道工事課

施設G ☎0538-58-3281

℻0538-58-3271水道工事G ☎0538-58-3282

下水道工事G ☎0538-58-3287

教
育
委
員
会
教
育
部

教育総務課
総務G

西庁舎3階

☎0538-37-4821

℻0538-36-1517

施設管理G ☎0538-37-4873

放課後児童支援室 ☎0538-37-2773

学府一体校推進室 ☎0538-37-2115

学校給食課 学校給食G ☎0538-37-4780

学校教育課

教職員G ☎0538-37-2760

℻0538-36-3205指導G ☎0538-37-4921

教育支援G ☎0538-37-4923

中央図書館 管理G・図書G 見付3599-5 ☎0538-32-5254 ℻0538-32-5154

文化財課 管理G・調査G 見付3678-1 ☎0538-32-9699 ℻0538-32-9764

歴史文書館 竜洋支所1階 ☎0538-66-9112 ℻0538-66-9722

会計課 本庁舎1階 ☎0538-37-4817 ℻0538-37-4884

議会事務局 本庁舎5階 ☎0538-37-4822 ℻0538-37-4845

監査委員事務局 西庁舎3階 ☎0538-37-4820 ℻0538-36-3205

消防本部 福田支所4階 ☎0538-59-1119 ℻0538-59-1777

磐田市立総合病院 大久保512-3 ☎0538-38-5000 ℻0538-38-5050

支所 市民生活課　G（グループ）名 ところ 電話番号 FAX番号

福
田 市民生活G

（地域振興関係）

福田400

☎0538-58-2370

℻0538-55-2110（市民関係） ☎0538-58-2371

（福祉関係） ☎0538-58-2374

竜
洋 市民生活G

（地域振興関係）

岡 729-1

☎0538-66-9100
℻0538-66-2139

（市民関係） ☎0538-66-9101

（福祉関係） ☎0538-66-9109 ℻0538-66-9120

豊
田 市民生活G

（地域振興関係）

上新屋 304 ☎0538-36-3150 ℻0538-34-2496（市民関係）

（福祉関係）

豊
岡 市民生活G

（地域振興関係）

下野部 48

☎0539-63-0020

℻0539-63-0031（市民関係） ☎0539-63-0027

（福祉関係） ☎0539-63-0037

　▶豊田支所が「アミューズ豊田」へ移転することに伴い、豊田支所庁舎は防災備蓄ステーションとして整備します



162021年（令和3年）3月号

健康な生活と医療費削減のために、生活習慣病を知って予防しよう

　令和元年度の磐田市国民健康保険における医療費を分析した結果、生活習慣病が総医療費の

約23%（約28億4千万円）、加入者の約44%（約18,000人）を占めていることが分かりました。

　また、2型糖尿病の合併症の1つである、慢性腎臓病(CKD)の悪化に伴う人工透析治療の医療

費は、1人当たり約535万円/年となっています。これは予防できる疾病の中で最も高額です。

　健康な生活と医療費削減のために、生活習慣を見直して生活習慣病を予防していきましょう。

問国保年金課（本庁舎 1 階）☎ 0538-37-4833　ＦＡＸ 0538-37-4723

医療費分析の結果をお知らせします

◎何気ない日々の不健康な生活習慣が重大な疾病に繋がるかも・・・

・運動不足

・食べ過ぎ、飲み過ぎ

・喫煙

・睡眠不足

・高血圧

・高血糖

・脂質異常

・体重増加

・2 型糖尿病

・高血圧症

・脂質異常症の悪化

・心臓病

・脳卒中

・2 型糖尿病の合併症

（足の切断、失明、透析など）

～人工透析治療を開始すると、
さまざまな制限がある生活を一生涯続けていくことになります～

　▶一般的に週３回、１回４時間の人工透析治療が必要になります

　▶一度始めた人工透析治療は止めてしまうと命にかかわります

健診結果から慢性腎臓病の発症リスクをチェックしてみよう

健康診断は
受けましたか？

健康診断を受けましょう
健診未受診者は、自分の健

康状態を把握できていない

ために早期発見ができず、

健診受診者よりも重症化す

る傾向にあります。

eGFR が 50.0 以上か？

慢性腎臓病発症の可能性は低いです
毎年、健康診断を忘れずに受診し

現在の生活習慣を継続しましょう。

生活習慣の見直しで悪化が防げます
分からないことがあれば保健師や

栄養士へ相談してみましょう。

医療機関の受診が必要です
現状について医師と相談し、

早急に重症化を予防しましょう。

はい

はい

いいえ➡
はい

➡
いいえ➡

いいえ➡

➡

➡

腎機能を表す数値（推
すいさんしきゅうたいろかりょう

算糸球体濾過量）

で低いほど腎臓の働きが悪い。健診受診

者の内、約 30％が 60.0 未満

不健康な生活習慣 身体の異常身体の異常 動脈硬化が進行 重大な疾病の発症

　※ 1　食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足など、不健康な生活習慣が原因と考えられている糖尿病

※1

eGFR が 60.0 以上か？
※ 2

要注意！
生活改善を
始めましょう

問健康増進課（i
あい

プラザ 3 階）　☎ 0538-37-2013　ＦＡＸ 0538-35-4586

※2
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17 2021年（令和3年）3月号

問市税課（本庁舎 1 階）☎ 0538-37-4809　ＦＡＸ 0538-33-7715

固定資産税の評価額を見直します

固
定
資
産
の
評
価
替
え
と
は

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
な
ど
固
定
資
産
の
適
正
な
時
価
に

基
づ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

評
価
替
え
と
は
、
定
め
ら
れ
た
基
準
に
基
づ
き
、
資
産
の
価
格
の

変
動
に
対
応
し
て
評
価
額
を
適
正
で
均
衡
の
と
れ
た
価
格
に
見
直
す

作
業
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
令
和
３
年
度
は
３
年
に
１
度
の
評
価
替

え
の
年
度
と
な
り
ま
す
。
令
和
４
年
度
、
令
和
５
年
度
は
原
則
と
し

て
評
価
額
を
据
え
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

土
地

　

土
地
の
評
価
は
、
全
て
の
土
地
を

対
象
と
し
、
地
目
別
に
定
め
ら
れ
た

評
価
方
法
で
行
い
ま
す
。
固
定
資
産

税
の
評
価
上
の
地
目
は
、
登
記
簿
上

の
地
目
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
年
の
１

月
１
日
(
賦
課
期
日
)
現
在
の
土
地

の
現
況
で
認
定
し
ま
す
。

　

宅
地
な
ど
の
場
合
は
、
土
地
の
利

用
状
況
な
ど
に
よ
り
類
似
し
た
地
区

ご
と
に
分
類
し
、
地
区
内
の
標
準
的

な
宅
地
の
不
動
産
鑑
定
価
格
の
７
割

を
基
に
評
価
額
が
決
ま
り
ま
す
。(
令

和
３
年
度
の
評
価
替
え
で
は
令
和
２

年
１
月
１
日
が
価
格
調
査
基
準
日
)

　

価
格
調
査
基
準
日
か
ら
令
和
２
年

７
月
１
日
の
半
年
間
に
地
価
の
下
落

が
あ
り
、
評
価
額
を
据
え
置
く
こ
と

が
適
当
で
な
い
場
合
は
、
評
価
額
を

下
方
修
正
し
ま
す
。

　

宅
地
以
外
の
地
目
に
つ
い
て
も
評

価
替
え
に
よ
り
、
評
価
額
を
見
直
し

て
い
ま
す
。

家
屋

　

既
存
の
家
屋
は
、
経
過
年
数
に
よ

る
損
耗
の
程
度
や
固
定
資
産
評
価
基

準
の
改
正
を
考
慮
し
て
、
評
価
額
を

見
直
し
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
２
年
中
に
新
増
築
さ

れ
た
家
屋
は
、
令
和
３
年
基
準
に
よ

り
評
価
額
を
算
定
し
ま
す
。

固
定
資
産
税
額
の
確
認

　

固
定
資
産
税
は
１
月
１
日
時
点
で
、

土
地
や
家
屋
、
償
却
資
産
(
事
業
用

資
産
)
を
所
有
す
る
方
に
納
め
て
い

た
だ
く
税
金
で
す
。

　

納
税
通
知
書
と
課
税
明
細
書
は
、

４
月
下
旬
に
併
せ
て
発
送
し
ま
す
の

で
、
課
税
内
容
の
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

課
税
明
細
書
に
は
、
物
件
の
所
在

や
面
積
な
ど
の
ほ
か
、
土
地
は
一
筆

ご
と
、
家
屋
は
一
棟
ご
と
に
税
相
当

額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
(
償
却
資

産
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
)。

　

課
税
明
細
書
は
再
発
行
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で
所
有

す
る
固
定
資
産
が
令
和
３
年
度
の

課
税
の
対
象
に
な
り
ま
す
の
で
、

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
市
税
課

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い

　

①
所
有
権
移
転
登
記
を
済
ま
せ
た

　

が
、
宛
名
が
変
わ
っ
て
い
な
い

　

②
記
載
の
な
い
土
地
や
家
屋
を
所

　

有
し
て
い
る

　

③
記
載
の
あ
る
家
屋
の
取
り
壊
し

　

を
し
た

　

④
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
の
相

　

続
や
贈
与
、
売
買
を
し
た

固
定
資
産
税
評
価
額
の
縦
覧

　

令
和
３
年
度
に
課
税
の
基
礎
と
な

る
面
積
や
課
税
地
目
、
評
価
額
な
ど

が
無
料
で
縦
覧
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
／
４
月
１
日
㈭
〜
５
月

31
日
㈪
の
平
日
(
開
庁
時
間
内
)

▼
縦
覧
場
所
／
市
税
課
(
本
庁
舎
１

階
)

▼
縦
覧
で
き
る
方
／
市
内
の
土
地
・

家
屋
の
納
税
者
、
納
税
者
と
同
じ

世
帯
の
親
族
、
納
税
者
か
ら
委
任

さ
れ
た
方

▼
持
ち
物
／
運
転
免
許
証
な
ど
本
人

確
認
が
で
き
る
も
の

納
付
に
つ
い
て

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
納
付
書
で
お
支
払
い
の
場

合
は
、
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
納
期
限
ま
で
に
納
め
て

く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
額
の
確
認
と
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
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▶
放
置
自
転
車
等
指
導

　
整
理
区
域
の
標
識

① 磐田市栄町自転車等駐車場
② 磐田西町第 1 自転車駐車場
③ 磐田西町第 2 自転車等駐車場
④ 磐田駅南自転車等駐車場
⑤ 磐田駅東自転車駐車場
※①のみ有料（自転車1日50円、

原動機付自転車 1 日 100 円）

■放置自転車等指導整理区域
■自転車等駐車場（①～⑤）

高
齢
者

高
齢
者
のの
各
費
用

各
費
用
をを
助
成
助
成
し
ま
す

し
ま
す

問
高
齢
者
支
援
課
（
iあい
プ
ラ
ザ
3
階
）

　
　
　

☎
0
5
3
8

－

37

－

4
8
6
9

　
　
　

ＦＡＸ
0
5
3
8

－

37

－

6
4
9
5

安
心
し
て
在
宅
生
活
を
続
け
る
た
め
に

紙
お
む
つ
購
入
費
助
成

▼
対
象
／
市
内
在
住
か
つ
在
宅
で
本
人
市

民
税
非
課
税
の
方
で
、
次
の
支
給
要
件
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。
た
だ
し
、
令

和
２
年
度
に
紙
お
む
つ
購
入
費
助
成
の
決

定
を
受
け
た
方
は
、
本
人
市
民
税
が
課
税

で
あ
っ
て
も
、
次
の
支
給
要
件
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
、
令
和
３
年
度
紙
お

む
つ
購
入
費
助
成
の
対
象
者
と
な
り
ま
す

支
給
要
件

　

・
介
護
保
険
の
要
介
護
４
ま
た
は
要
介

護
５
の
方

　

・
介
護
保
険
の
要
支
援
１
か
ら
要
介
護

３
の
方
(
要
支
援
・
要
介
護
と
同
程

度
の
方
を
含
む
)
で
紙
お
む
つ
の
必

要
性
が
認
め
ら
れ
る
方

タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助
成

▼
対
象
／
市
内
在
住
か
つ
在
宅
で
世
帯
全

員
の
市
民
税
所
得
割
額
が
9
万
円
以
下
の

方
で
、
介
護
保
険
の
要
支
援
・
要
介
護
に

該
当
す
る
方
ま
た
は
要
支
援
・
要
介
護
と

同
程
度
の
方

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
治
療

費
助
成

▼
対
象
／
市
内
在
住
で
申
請
す
る
日
に
満

70
歳
以
上
の
方

▼
内
容
／
受
療
券
は
年
間
で
6
枚
、
1
回
に

つ
き
1
0
0
0
円
分
を
助
成

各
助
成
の
受
付
期
間

　

4
月
1
日
㈭
～
来
年
3
月
31
日
㈭

申
請
場
所

　

◦
高
齢
者
支
援
課
（
ⅰ
プ
ラ
ザ
3
階
）

　
　

※
紙
お
む
つ
購
入
費
助
成
、
タ
ク
シ
ー

利
用
料
金
助
成
は
、
4
月
9
日
㈮

ま
で
は
ⅰ
プ
ラ
ザ
2
階
特
設
窓
口

で
受
け
付
け
し
ま
す

　

◦
各
支
所
市
民
生
活
課

▼
持
ち
物
／
対
象
者
の
介
護
保
険
被
保
険

者
証
、
代
理
申
請
の
場
合
は
、
申
請
者
の
本

人
確
認
書
類
(
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運

転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
)、
各
種
障

害
者
手
帳
(
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助
成
を
申

請
す
る
方
で
手
帳
を
お
持
ち
の
方
)

▼
そ
の
他
／
申
請
は
毎
年
度
必
要
で
す

盗
難
ゼ
ロ

盗
難
ゼ
ロ  

キ
レ
イ
な
街
で
お
も
て
な
し

キ
レ
イ
な
街
で
お
も
て
な
し

自
転
車
は
自
転
車
駐
車
場
へ
止
め
ま
し
ょ
う

問
地
域
づ
く
り
応
援
課
（
本
庁
舎
2
階
）

　
　
　

☎
0
5
3
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4
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5
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Ｊ
Ｒ
磐
田
駅
周
辺
に
は
「
放
置
自
転
車

等
指
導
整
理
区
域
」(
下
図
参
照
)
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
路
上
へ
の
駐
車
は
景

観
を
損
ね
る
だ
け
で
な
く
、
消
火
・
救
急

活
動
な
ど
に
支
障
を
来
し
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
目
の
不
自
由
な
方
の
通
行
の
妨
げ

と
な
り
大
変
危
険
で
す
。
区
域
内
に
一
定

期
間
以
上
放
置
さ
れ
た
自
転
車
な
ど
は
、

市
が
撤
去
し
ま
す
。

自
転
車
等
駐
車
場
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

　

自
転
車
は
Ｊ
Ｒ
磐
田
駅
周
辺
に
5
カ
所

あ
る
自
転
車
等
駐
車
場
に
止
め
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
よ
り
多
く
の
方
が
利
用
で
き
る
よ

う
、
所
定
の
場
所
に
順
序
良
く
駐
車
し
て

く
だ
さ
い
。
長
期
に
わ
た
り
放
置
さ
れ
た

自
転
車
な
ど
は
、
市
が
撤
去
し
ま
す
。

自
転
車
に
は
鍵
を
掛
け
ま
し
ょ
う

  

自
転
車
等
駐
車
場
内
で
も
自
転
車
の
盗
難

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
自
転
車
を
止
め
る

際
に
は
、
し
っ
か
り
と
鍵
を
掛
け
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
盗
難
の
被
害
に
遭
い
に
く

く
す
る
た
め
に
は
２
カ
所
以
上
施
錠
(
ツ
ー

ロ
ッ
ク
)
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
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緑の募金って何？

緑の募金とは、森の整備やみんなの住
むまちに緑を増やすための募金だよ。

自治会の協力による「家庭募金」や
小中学校に集めてもらう「学校募金」、
イベントなどで集める「街頭募金」
を行ってお願いしているよ。

地域の花壇整備や防潮堤への植樹、
緑の教室などに使われているよ。

どのように募金をお願いしているの？

募金は何に使われているの？

令
和
2
年
度 

緑
の
募
金
事
業

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

問
都
市
整
備
課
（
西
庁
舎
1
階
）

　
　
　

☎
0
5
3
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－
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令
和
2
年
度
の
緑
の
募
金
は
、
皆
さ
ん

の
ご
協
力
に
よ
り
総
額
2
2
3
万
37
円
の

募
金
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　

ご
協
力
い
た
だ
い
た
募
金
は
、
公
益
社

団
法
人
静
岡
県
グ
リ
ー
ン
バ
ン
ク
に
集
め

ら
れ
、
県
内
の
森
林
整
備
や
各
市
町
へ
の

交
付
金
な
ど
の
各
事
業
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

各
市
町
で
は
緑
を
増
や
す
活
動
や
支
援
に

交
付
金
を
活
用
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
3
年
度
も
緑
の
募
金
活
動
を
実
施

し
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

緑の募金
マスコットキャラクター
　　　 どんぐりくん

「
お
助
け
号
」

「
お
助
け
号
」
のの
運
行
案
内

運
行
案
内

4
月
1
日
か
ら
運
行
内
容
の
一
部
が
変
更
に
な
り
ま
す

問
地
域
づ
く
り
応
援
課
（
本
庁
舎
2
階
）
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「
お
助
け
号
」
は
、
市
内
を
８
つ
の
地
区

に
分
け
て
運
行
し
て
い
る
デ
マ
ン
ド
(
予

約
)
型
乗
合
タ
ク
シ
ー
で
す
。

　

通
院
や
買
い
物
な
ど
、
日
常
生
活
の
移

動
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
「
お
助

け
号
」
を
よ
り
便
利
に
利
用
し
て
い
た
だ

く
た
め
、
４
月
か
ら
次
の
変
更
を
し
ま
す
。

①
指
定
施
設
（
目
的
地
）
の
追
加

　

全
て
の
路
線
に
『
ワ
ー
ク
ピ
ア
磐
田
前
』

『
ワ
ー
ク
ピ
ア
磐
田
下
』
を
追
加
し
ま
す
。

　

「
豊
田
線
」
に
『
草
馬
整
形
外
科
・
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
』『
長
谷
川

デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
』
を
追
加
し
ま
す
。

②
運
行
時
刻
の
追
加

　
「
東
部
線
」
に
午
後
1
時
と
午
後
3
時
発

車
の
便
を
追
加
し
ま
す
。

③
運
賃
の
変
更

　

「
福
田
線
」
の
『
遠
鉄
「
大
原
団
地
」
バ

ス
停
』
と
「
豊
岡
線
」
の
『
遠
鉄
「
新
開
・

飛
龍
大
橋
東
」
バ
ス
停
』
ま
で
の
運
賃
を
、

4
0
0
円
か
ら
2
0
0
円
に
変
更
し
ま
す
。

④
指
定
施
設
の
移
転

　

「
豊
田
線
」
の
『
豊
田
支
所
』
は
、ア
ミ
ュ
ー

ズ
豊
田
へ
移
転
し
ま
す
。

※
「
お
助
け
号
」
の
利
用
に
は
事
前
登
録

(
無
料
)
が
必
要
で
す
。
利
用
方
法
や
運

賃
な
ど
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

各
支
所
、
交
流
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
(
3
月
下
旬
更
新
予
定
)
を

ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
地
域
づ
く
り
応

援
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

運
転
免
許
証
自
主
返
納
者
へ
の
運
賃
割
引

　

「
お
助
け
号
」
で
は
、
65
歳
以
上
で
運
転

経
歴
証
明
書
を
提
示
さ
れ
た
方
の
運
賃
が

半
額
に
な
る
制
度
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　

運
転
経
歴
証
明
書
は
、
運
転
免
許
証
の
自

主
返
納
の
手
続
き
を
す
る
際
に
、
警
察
署
な

ど
で
申
請
の
上
、
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
(
手
数
料
が
1
1
0
0
円
か
か
り
ま

す
)。
詳
し
く
は
、
磐
田
警
察
署
(
☎
37

－

0
1
1
0
)
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。


